
改正の内容

(1)～(6)は施行規則改正案

2021年度

（令和３年度）

2022年度

（令和４年度）

2023度

（令和５年度）

2024年度

（令和６年度）

2025年度

（令和７年度）

政令 第一種指定化学物質及び第
二種指定化学物質の見直し
(施行令別表)

10/20公布 新PRTR物質の
把握開始

新対象物質の
SDS開始

新PRTR物質
前年度分の届出
当該年度分の把握

(１) 下水道法改正に伴う改正
(施行規則第４条関係) 条ズレ適用

(２) 特別要件施設において把握
すべき排出量の追加
(施行規則第４条関係)

水銀及びその化合物の
排出量の
令和４年度分の把握

水銀及びその化合物の
排出量の
前年度分の届出
当該年度分の把握

(3) 対応化学物質分類名の付与
(施行規則別表関係)

前年度分の届出について
の適用申請・承認

(4) 届出様式の変更
(施行規則様式第一関係)

新PRTR物質
前年度分の届出に
適用

(5) 電子届出の通信方式としてダ
イヤルアップ方式の廃止
(施行規則様式第四関係)

廃止適用

(6) 電子届出の届出期間の延長
(施行規則附則関係) 電子届出のみ7月末ま

でに届出
（通常は6月末）

届出方法に関わらず
６月末までに届出

(１)(２)(６)施行 (３)(４)(５)施行

施行スケジュール予定


